
(公財)栃木県産業振興センターでは、中小企業の生産性向上に向けた現場の改善活動の取り組みを支援する
ため、改善ノウハウを有した専門講師を派遣する「現場改善講師派遣事業」を実施します。

「現場改善講師派遣事業」で、現場の改善に取り組みましょう！

講 師現 場 善改

◎ 多種多様な業種の中小企業を支援いたします！
※活用実績は自動車や航空機、食品加工等の製造業から、いちご農園等の農業やIT関連のサービス業など。

◎ 講師が直接指導いたします！
※解決策を共に考える指導スタイルで、問題の見える化、改善の習慣化、従業員の意識改革を図ります。

◎ 講師は経験豊富な現場改善のスペシャリストです！
※日産自動車(株) APW改善コンサルティング室の社員が講師を務めます。

◎ 概ね月１回ペースの集中改善活動です！
※実施期間は半年から、改善活動の進捗に合わせて最長２年まで延長可能です。

企先 業 集募遣派

どんな企業も
改善の余地が
必ずあります！

不良が再発する…
（真の原因の見落とし）

作業効率が悪い？
（標準化されてない）

改善活動の成果が出ない
（適切な改善方法

を知らない）

【募集期間】

令和５(2023)年 ５月１０日(水)～７月２８日(金)

企業には業種によらない
共通の課題がある

※応募方法は裏面を御確認ください。



◎ 生産性の向上
※当該事業による現場改善活動を２年間取り組まれた企業の例です。

◎ 組織力の向上
※当該事業による現場改善活動を２年間取り組まれた企業の声です。

【事業情報・申請様式ダウンロード】
https://www.tochigi-iin.or.jp/home/10/3780

【お問合せ・お申込み先】
公益財団法人 栃木県産業振興センター 戦略産業振興チーム（担当：阿部、関口）
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜１丁目５番４０号 とちぎ産業創造プラザ内
TEL 028-670-2601 FAX 028-670-2611 E-mail：senryaku@tochigi-iin.or.jp

生産性 ２０～５０％向上

段取り時間 ５０～７０％低減

在庫日数 ５０％低減

工程不良率 ５０％低減

損益分岐点売上高 ３０％低減

現場の変革
よどみなくモノが流れ、
正常、異常が見えるようになった。

意識の変革
目指す姿を明確にしてチャレンジし、
問題意識をもって行動するようになった。

人財の育成
改善の考え方、手法を習得して
自ら改善できるようになった。
組織の推進リーダーが育成できた。

【募集内容】

〇募集期間 令和５ (2023) 年 ５月１０日 (水) ～ ７月２８日 (金)

〇対象企業 とちぎ産業振興協議会（３協議会）、とちぎ未来技術フォーラム、

フードバレーとちぎ推進協議会、いずれかに加入している県内中小企業等

※応募に併せて入会も可

〇募集社数 ４社

〇活動内容 派遣先企業と講師との調整により決定

〇派遣期間 概ね月１回ペースで半年から２年の間（派遣上限２４回） ※個別の相談に応じます。

〇負 担 額 １回につき ３０，０００円（税別） ＋ 講師の交通費実費

令和5(2023)年度募集
郵送・FAX・メールで
お申し込みください

https://www.tochigi-iin.or.jp/home/10/3780
mailto:senryaku@tochigi-iin.or.jp
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